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Ⅰ．申込時の提出書類 

◎の付いた書類は当社の指定書式を使用してください。 

基本 

現地案内図 住宅の所在地と周辺地図が確認できるもの 

平面図、立面図等の図面 
メンテナンスコースの場合は、工事内容と対象を

記載(手書きでも構いません)したもの 

◎契約内容確認シート 住宅所有者にサインを取得したもの 

◎検査報告書 検査結果を記載して写真を添付したもの 

★１０年満了日が確認できる書類 住宅の種別に応じたもの 

オ
プ
シ
ョ
ン 

 
検査特例を利用する場合 状況調査技術者等の資格者証 検査を実施した方のもの 

性能評価付き住宅の場合 建設住宅性能評価書 新築時に取得したもの 

内装リフォーム等の瑕疵を 

保険の多少にする場合 
工事の請負契約書類 請負契約書や注文書と注文請書 

★１０年満了日が確認できる書類 

下記以外の住宅 

建物の登記簿謄本（全部事項証明書）(取得時期は問いません) 

確認済証等と新築時の引渡日が確認できる引渡証明等の書類のセット 

新築瑕疵保険の加入住宅 瑕疵保険の保険証券等の書類 

築２０年から２５年の間に延長保証保険の初回利用を行う場合は、上記の書類に加えて「前回のメンテナンス工

事の実施状況が分かる資料」の提出が必要です。 
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Ⅱ．提出書類の記入例 

１．契約内容確認シート (住宅所有者からサインを取り付ける書類) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．住宅瑕疵に関する保証書 (住宅事業者が記名押印して住宅所有者へ渡す書類) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② 住宅所有者にサインをしてもらいます。 

① 概要説明書を使用して住宅所有者に延長保証保険

の概要の説明を行い、確認ポイントを確認しても

らいます。 

① 

② 

① 

② 

① 「住宅所有者の氏名・住所」と「対象住宅の所在

地」を記載します。 

② 作成年月日を記入し、記名押印をします。 

保証書は、受理時に上記の内容が反映されたものをハウスジー

メンで作成し、「書類情報」にアップロードするので、日付を記

載して押印後に原本を住宅所有者へ渡してください。 

 

記名押印をしたものを改めて提出する必要はありません。 
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３．住宅事業者が行う住宅の検査の検査報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 住宅の名称や事業者の名称、検査の実施者等の検査に

関する基本的な情報を記載します。 

② 構造耐力上主要な部分の確認結果を記載します。 

不具合事象が発見されなかった場合や該当部位がない

場合は「〇」を、不具合事象が発見された場合は「×」を

選択してください。 

③ 雨水の浸入を防止する部分と外壁のシーリングの確認結

果を記載します。チェックのルールは②と同様です。 

④ 総合判定を行います。劣化事象等がひとつでもあ

る場合は「×」にチェックをいれます。 

メンテナンスコースの検査では、是正確認は工事

完了後の現場検査で行いますので是正確認日は空

欄で構いません。 

① 

② 

③ 

④ 

① 

① 検査実施時に以下の箇所の写真を撮影し、検査報告書

の写真帳票に貼付します。 

○ 住宅の全景 

○ サッシを含む 1 階内観 

○ サッシを含む 2 階内観（ある場合） 

○ サッシを含む 3 階内観（ある場合） 

〇 サッシを含む 4 階内観（ある場合） 

○ 小屋裏 

○ 床下 

○ バルコニー防水層 

○ バルコニードレイン 

○ バルコニーサッシ下部 

○ 外部シーリング 

○ 屋上 防水層(ある場合) 

○ 屋上 ドレイン(ある場合) 

○ 屋上 サッシ下部(ある場合) 

○ 指摘箇所（ある場合） 

写真を報告書に貼付する際には縦横比率を変更しないで

ください。 
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Ⅲ．住宅事業者が行う住宅の検査のポイント 

（１）検査のポイント 

〇 検査は「既存住宅瑕疵保険 現況検査マニュアル」に従って実施します。 

〇 検査では、足場や屋根に登らずに安全に移動できる位置から目視や計測が可能な範囲で、顕在化している不

具合事象の有無を確認します 

〇 床の傾斜の測定は、既存住宅売買かし保険(個人間売買)における検査会社検査と異なり、各階１箇所(廊

下も可)とし、「傾斜測定一覧」の記入も不要です。また、内壁と柱の傾斜の測定も不要です。 

〇 メンテナンスコースで外壁のシーリング材に「破断」や「欠損」といった不具合事象が生じている場合の是正は、不

具合が生じていた壁面の全体に実施する必要があります。 

〇 延長保証保険では、不具合事象に該当するシーリング材の「破断」や「欠損」の有無に加えて、「破断」・「欠損」

に至らない「亀裂」、「ひび割れ」、「欠損」および「肉やせ」の有無についても確認します。 

築 15 年以内ではシーリング材の再施工は必須とはしていませんが、検査コースの利用やメンテナンスコースの利

用でシーリング材の再施工を予定していない場合でも、これらの事象が生じている部分への増打ち・打替え等に

よる処置が必須となります。 

【シーリング材の確認事項の例】 

破断 欠損 ひび割れ ひび割れ 肉やせ 

     

（２）シーリング材に生じた亀裂等の確認方法 

〇 目視による確認方法 

亀裂 

ひび割れ 
シーリング材から５０ｃｍ程度離れた位置から亀裂やひび割れが確認できる。 

 

肉やせ 

<参考>新築時のシーリング材の状態 
 

シーリング材が後退していて施工の跡が確認できる。 
 

シーリング材の端と真ん中の高低差が大きい。 

（明らかに施工時から後退している） 

 

シーリング材の接合部分がひび割れしている。 
 

〇 計測による確認方法 

シーリング材の被着面からの剥離 

（参考：QUO カードの厚さ≒０.２mm） 
幅０.２ｍｍ以上で深さ０.５ｍｍ以上 

シーリング材の破断 深さ１ｍｍ以上 
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Ⅳ．メンテナンス工事(保全リフォーム工事)のポイント 

（１）延長保証保険の目的 

延長保証保険は、住宅の外装部分を良好な状態で維持するために定期的に必要となるメンテナンス工事に基本構

造部分の長期保証という付加価値をプラスすることを目的とした保険商品です。 

メンテナンスコースの延長保証保険は、新築から１０年が経過するタイミングでの初回のメンテナンス工事や、その後

定期的に必要となるメンテナンス工事に活用できます。メンテナンスコースの利用には、住宅の築年数に応じて保険の

利用ルールに従った工事を実施する必要があります。 

検査コースの延長保証保険は、１５年までの保証継続を通じて１５年目のメンテナンス工事の獲得を目指す延長

保証スキームに活用できます。１５年目のメンテナンス工事やその後の定期的なメンテナンス工事にはメンテナンスコ

ースの延長保証保険を利用します。 

（２）保険の利用にあたり必要となる工事①(築１５年以内の住宅の場合) 

〇 推奨工事 

住宅の外装部分を良好な状態で維持するためには定期的なメンテナンスが必要です。ただ、次のような事情もあるた

め、築 15 年以内の住宅には例外を除いて必須工事を設けず、実施する工事は住宅事業者の判断に任せています

が、一般的に使用されている仕上げ材やシーリング材の耐用年数を踏まえて次の工事の実施を推奨しています。 

・ １０年目のタイミングではメンテナンスが不要な外装材や仕上げ材(塗料)も市場に流通していること 

・ 全ての住宅で、仕上げ材や外部シーリングの耐用年数の経過が雨漏れに直結する訳ではないこと 

〇外壁のシーリングの再施工（増打ち・打替え） 

〇屋根葺き材の再塗装(化粧スレート等の場合) 

〇外壁材の再塗装 

〇バルコニーの防水材の再施工(ＦＲＰ防水の場合) 

〇 経年劣化とメンテナンス工事 

瑕疵の有無に関係なく住宅は経年と環境に応じて当然に経年劣化していくため、経年劣化に起因する雨漏れは保険

の対象にはなりませんので、延長保証のスキームを検討する場合には配慮が必要です。 

例えば、防水材の端部の防水措置をシーリング材に依存している住宅は、経年劣化が雨漏れに直結する可能性が

あるため、延長保証の提供にあたり外部シーリングを再施工しないと経年劣化に起因する雨漏れのリスクを払しょく

できません。 

〇 検査での確認内容とメンテナンス工事の内容 

Ⅲで記載しているように、保険の加入手続きで住宅事業者やハウスジーメンが行う住宅の検査(現況の確認)は顕在

化している不具合事象の有無を確認するために行うもので、経年劣化の状況を確認するものではありません。 

 

検査の結果、基礎に 0.5 ㎜以上のクラックが発生しているなどの不具合事象が発見された場合には、事象を解消

のするための対応(是正工事)をメンテナンス工事に追加して行うことになります。 

（３）保険の利用にあたり必要となる工事②(築１５年超の住宅) 

〇 必須工事 

築１５年以内の住宅の場合は推奨工事に留めていますが、住宅の外装部分を良好な状態で維持していくというメ

ンテナンスの目的を踏まえ、築１５年超の住宅については保険利用時の必須工事を設定しています。 
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必須工事は築１５年以内の住宅に対する推奨工事と同じです。そのほか一定の周期で防水紙や下葺き材の交換

(新設)を含む外装材の再施工を必須工事としています。 

〇 通常の必須工事 

外壁や屋根の塗膜防水、外部シーリングやバルコニーの防水層の再施工を必須工事としています。なお、下記の工

事を行わず、後掲の「定期的に必要となる工事」を前倒しで行うことも可能です。 

部位 必須工事 

シーリング 外部全体のシーリング材の再施工（増打ち・打替え） 

外壁 

サイディング 

モルタル 

ＡＬＣパネル 

外壁全体に対する仕上げ材（塗膜防水）の再施工 

RC 造 

■塗装仕上げの場合 

外壁全体に対する仕上げ材（塗膜防水）の再施工 

■タイル仕上げの場合 

タイルの施工方法に応じて必要な措置 

屋根 

勾配屋根 

■スレート瓦等の塗膜防水が必要な屋根材の場合 

軒裏を含む屋根全体に対する仕上げ材（塗膜防水）の再塗装 

■素焼き瓦やシングル材等の塗膜防水が不要な屋根材の場合 

屋根材に応じた措置 

バルコニー 

陸屋根 
防水材の再施工(カバー工法を含む) 

上記はメンテナンス工事の内容を限定するためのものではないので、そのほか、棟板金のメンテナンスや瓦の浮きやずれ

の修正、パラペットの笠木の交換、バルコニーのドレインまわりの補修等。保険利用時の築年数や住宅の状況に応

じて１０年間の保証を提供するために必要と住宅事業者が判断するメンテナンス工事を行ってください。 

〇 必須工事の例外 

シングル材の屋根材やガルバリウム鋼板等の金属系サイディング、超耐久性の塗料など、メーカーが異なる耐用年

数やメンテナンス周期をうたう製品を使用している場合は、使用している製品と築年数や前回のメンテナンスからの

経過年数に応じた工事を行うことで構いません。 

〇 定期的に必要となる工事 

外装材の耐用年数が経過するタイミングで防水層の交換(新設)を含む外装材の再施工が必要となります。以降指

定する周期を経過するごとに同様の工事が必要となります。 

部位 周期 必須工事 

外壁 

サイディング 

モルタル 
35 年 防水紙の交換を含む外壁材の再施工 

ＡＬＣパネル 55 年 ＡＬＣパネルの交換 

屋根 勾配屋根 35 年 下葺き材の交換を含む屋根材の再施工 
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Ⅴ．延長保証業務と申込手続きの流れ 

１．メンテナンスコース 

① 点検の実施 

各社の基準に従い住宅の点検を行い、10 年保証付きのメンテナンス工事を提案します。 

② メンテナンス工事の受注・保険の概要説明 

請負契約のタイミングで、住宅所有者に保険と保証の概要説明を行い「契約内容確認シート」にサインしてもらいます。 

③ 住宅の検査の実施 

当社の「現況検査マニュアル」に従って住宅の検査を行い、「報告書」を作成します。 

(事業者検査は①のタイミングで１０年点検と同時に行うことでも構いません。) 

④ 延長保証保険の申込み（web 申込み） 

保険の申込みはメンテナンス工事の着工のタイミングで行います。 

申込みの手順は次のとおりです。 

ａ．住宅（物件）の作成 

ハウスジーメンホームページ上部の「web 申込み」をクリックし、ポータ

ルサイトにログインします。 

 

 

 

 

 

ポータルサイトのトップメニューから「新規物件登録」をクリックして保険

を申し込む住宅（物件）を作成します。 

 

 

 

「既存住宅かし保険の申込み」をクリックし、「取次店と商品選択

画面」で「取次店」と「延長保証保険 メンテナンスコース」を選択し

ます。 

(取次がない場合は、取次店は「直扱い」を選択します) 
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ｂ．担当者の入力と申込みフォームの取得 

申込担当者の情報を入力してから「申込フォーム取得」をクリックして

申込フォーム(エクセルファイル)をダウンロードします。 

 

ｃ．申込内容の入力 

住宅の基本情報や検査窓口、オプションの選択や工事内容を入力し

たら「名前を付けて保存」を選択してファイルを保存します。 

 

 

ｄ．申込書のアップロードと申込みの完了 

「ファイル選択」をクリックしてｃで保存した申込フォーム(エクセルファ

イル)をシステムにアップロードしたら、「重要事項説明書を確認したの

で、申込みます」をクリックして申込みを完了します。 

重要事項説明書の確認は、オレンジ色のボタンから帳票ダウンロードペ

ージに移動して行うことができます。 

(注) ｂでダウンロードした申込フォーム以外はアップロードができないので、申込みは

必ず取得したフォームを使用して行なってください。 

ｅ．必要書類の提出（アップロード） 

「書類情報」ボタンをクリックして「書類アップロード画面」を表示して

次の書類をシステムにアップロードして提出します。 

アップロードは提出する書類ごとに「文書種別」を選択して行います。 

 

 

 

 

■通常の提出書類 

提出書類 説明 
アップロード時に 

設定する文書種別(推奨) 

現地案内図 住宅の所在地と周辺地図が確認できるもの 現地案内図(付近見取り図) 

契約内容確認シート 
②の説明時に住宅所有者のサインを取得した

もの 
契約内容確認シート 

検査報告書 ③の検査の実施時に作成したもの 対象住宅の検査に係る検査報告書 

★１０年満了日が確認できる書類 
住宅の種別に応じたもの(具体的な提出書類

は２ページを参照) 
建物の登記簿謄本 

平面図、立面図等の図面 工事内容と箇所を記載したもの 図面関係 

検査特例を利用する場合は、追加で次の書類を提出します。 

資格者証 
③の検査の実施者の状況調査技術者等の資

格者証 
現況検査技術者等の資格者証 
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⑤ 現場検査の日程調整 

申込みの受理後、現場検査員から連絡を受けて現場検査の日程の調整を行います。現場検査員からＦＡＸで「検

査員決定通知」が送付された場合は通知書を使用して希望日の連絡を行ってください。 

⑥ メンテナンス工事の実施 

 

 

 

⑦ 現場検査の実施 

工事完了後にハウスジーメンの現場検査員が現場検査を行います。 

 

 

 

 

 

(注) 検査特例の利用の有無による検査内容の違いは以下のとおりです。利用しない場合は住宅内に立ち入っての検査の実施が必

須となるため、住宅所有者の方への事前の案内をお願いします。 

利用しない場合 工事の施工状況と住宅の現況の両方を確認、住宅内に立ち入っての現場検査が必須となります。 

利用する場合 
工事の施工状況のみ確認し、住宅の現況の確認は実施しません。バルコニーのない住宅など、住宅の

仕様や工事内容によっては住宅内に立ち入る必要がない場合もあります。 

⑧ 「住宅瑕疵に関する保証書」の住宅所有者への交付 

受理時に手続きで使用する「住宅瑕疵に関する保証書」をハウスジーメンが作成して書類情報にアップロードするの

で、ダウンロードして押印を行い、住宅所有者に渡してください。 

「住宅の瑕疵に関する保証書」を渡す時期の指定はありませんので、都合の良いタイミングで渡してください） 

⑨ 保険証券の発行 

現場検査に適合したら、保険証券と保険付保証明書を発行します。 

ｗｅｂ証券の場合は、保険証券等はポータルサイト上で発行するので、付保証明書は印刷して住宅所有者に渡し

てください。発行したタイミングで申込担当者にメールによる案内を行います。 

 

(注) 住宅事業者がハウスジーメン所定の与信基準を満たさない場合は、保険証券は保険料の入金の確認後に発行します。 
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２．検査コース 

☆既存住宅状況調査技術者等の資格者が事業者検査を行い、ハウスジーメンの現場検査を省略(検査特

例)する前提で申込手続きの流れを説明します。 

① 点検（住宅の検査）の実施 

ハウスジーメンの「既存住宅検査マニュアル」に従って資格者が住宅の検査を行い、報告書を作成します。 

② 保険の概要説明 

住宅所有者に保険と保証の概要説明を行い、「契約内容確認シート」にサインしてもらいます。 

③ 延長保証保険の申込み（web 申込み） 

保険の申込みは、①の住宅の検査の実施後 3 ヶ月以内に行います。申込みの手順は次のとおりです。 

(注) 10 年経過後以降に保険の申込みを行う場合は、ハウスジーメンが検査報告書の確認を完了した日から保証（保険期間）が開始しますの

で、検査の実施後できるだけ速やかに申込みをするようお願いします。 

ａ．住宅（物件）の作成 

ハウスジーメンホームページ上部の「web 申込み」をクリックしてポータル

サイトにログインします。 

 

 

 

 

 

ポータルサイトのトップメニューから「新規物件登録」をクリックして保険

を申し込む住宅（物件）を作成します。 

 

 

 

「既存住宅かし保険の申込み」をクリックして「取次店商品と選択画

面」表示し、「取次店」と「延長保証保険 検査コース」を選択しま

す。 

(取次がない場合は、取次店は「直扱い」を選択します) 
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ｂ．担当者の入力と申込みフォームの取得 

申込担当者の情報を入力してから「申込フォーム取得」をクリックして

申込フォーム(エクセルファイル)をダウンロードします。 

 

ｃ．申込内容の入力 

住宅の基本情報や検査窓口、オプションを選択したら「名前を付けて

保存」を選択してファイルを保存します。 

 

ｄ．申込書のアップロードと申込みの完了 

「ファイル選択」をクリックしてｃで保存した申込フォーム(エクセルファ

イル)をアップロードしたら、「重要事項説明書を確認したので申込み

ます」をクリックして申込みを完了します。 

重要事項説明書の確認は、オレンジ色のボタンから帳票ダウンロードペ

ージに移動して行うことができます。 

(注) ｂで取得した申込フォーム以外はアップロードができないので、取得したエクセ

ルファイルを使用してください。 

ｅ．必要書類の提出（アップロード） 

「書類情報」ボタンをクリックして「書類アップロード画面」表示したら次

の書類をアップロードして提出ます。 

アップロードは提出する書類ごとに「文書種別」を設定して行います。 

 

 

 

■通常の提出書類 

提出書類 説明 
アップロード時に 

設定する文書種別(推奨) 

現地案内図 住宅の所在地と周辺地図が確認できるもの 現地案内図(付近見取り図) 

契約内容確認シート 
②の説明時に住宅所有者のサインを取得した

もの 
契約内容確認シート 

検査報告書 ③の検査の実施時に作成したもの 対象住宅の検査に係る検査報告書 

資格者証 
③の検査の実施者の状況調査技術者等の資

格者証 
現況検査技術者等の資格者証 

★１０年満了日が確認できる書類 
住宅の種別に応じたもの(具体的な提出書類

は２ページを参照) 
建物の登記簿謄本 

平面図、立面図等の図面 対象住宅の平面図、立面図等の図面 図面関係 

④ 「住宅瑕疵に関する保証書」の住宅所有者への交付 

受理時に手続きで使用する「住宅瑕疵に関する保証書」をハウスジーメンが作成して書類情報にアップロードするの

で、ダウンロードして押印のうえ住宅所有者に渡してください。 

（「住宅の瑕疵に関する保証書」を渡す時期の指定はありませんので、都合の良いタイミングで渡してください） 
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⑤ 保険証券の発行 

提出された検査報告書をハウスジーメンが確認して問題がなければ、保険証券と保険付保証明書を発行します。 

ｗｅｂ証券の場合は、保険証券等はポータルサイト上で発行するので、付保証明書は印刷して住宅所有者に渡し

てください。発行したタイミングで申込担当者にメールによる案内を行います。 

 

 

(注) 住宅事業者がハウスジーメン所定の与信基準を満たさない場合は、保険証券は保険料の入金の確認後に発行します。 

  



14 
P210602-123(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人 

国土交通大臣登録 住宅性能評価機関 

住宅金融支援機構 適合証明検査機関 
 

〒105-0003 

東京都港区西新橋 3-7-1 ランディック第 2 新橋ビル 
 
©2021 株式会社ハウスジーメン 


